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　「開示義務」は，アメリカ法の中で，最も一般的で，最もうまくいっていな
い規制方法かもしれない。これは，開示者に，開示を受ける対象である一般の
人々に対して情報の提供を義務づけることで，開示者がその立場を悪用せず，
人々がよく考えて選択し，不慣れで複雑な取引を専門家とともに行うのを手助
けすることを意図している。
　たとえば，あなたが新しい家のために住宅ローンを借りる場合，あるいは前
立腺癌の手術を検討している場合，あるいはオンラインでソフトウェアを買う
場合，警察から尋問を受けている場合を考えてみよう。これまで直面したこと
のない選択に直面している場合，その場面でとるべき選択をほとんど理解でき
ないだろう。あなたが接している専門家（貸し手，医者，販売業者，警察）は，
それをよく理解している。開示義務は，あなたが良い選択をするために知って
おかなければならないことを専門家に説明するよう求めるものである。そのた
め，貸付真実法では，販売業者に対して借入条件について説明することを義務
づけている。インフォームド・コンセントの原則は，医者に対して前立腺癌に
対する治療法について説明するように義務づけている。契約法は，販売業者に
補償や紛争発生時の仲裁合意のような条項を明示するように義務づけている。
ミランダ警告は，警察官に被疑者の権利を読み上げることを義務づけている。
そこでは，情報さえ伝えられれば，あなたは自分の選択を十分に理解し，クレ
ジットカード，癌，コンピュータ，自白について正しい判断をすることができ
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ると想定されている。
　開示義務は，この数十年にわたり，一部の主要な政策問題に対する主要な規
制方法であった。金融危機への対応の核は，（すでに非常に多くある）開示義務
化を徐々に増やすことである。多くの医療制度改革は，患者がより賢明でより
安価なものを選択できるように健康保険や各種保険，医師，病院，治療や費用
について患者に説明することを求めている。非常に多くのインターネット商取
引に開示義務が課されている。それは，多くの個人情報の扱いについても同様
である。憲法上認められた権利のいくつかは，ミランダ警告のような開示によ
って保護されている。選挙資金規制は，今ではその多くが開示に関するもので
ある。
　これらは，一つの山脈のいくつかの頂に過ぎない。開示されていない契約の
条項は一般に法的効力を持たないので細かな文字が並ぶこととなる。そのため，
毎回の「同意します」のクリック，毎回の点線上のサインは，開示の瞬間でも
ある。消費者保護法の広い領域において，開示が義務づけられている。住宅ロ
ーン，貯蓄口座，当座預金口座，退職後のための資金口座，クレジットカード，
質屋，購入選択権付賃貸は，開示義務の対象である。医療法は，インフォーム
ド・コンセント，医薬品表示，研究規制，医療保険，遺言，医療に関する個人
情報保護など，開示で溢れている。開示義務は，食品ラベル，旅行券，賃貸借，
著作権警告，マンションのタイムシェア契約，住宅の販売，店舗への返品条件，
学校への入学者・卒業者のデータ，大学の犯罪報告，飛行中の安全確保のアナ
ウンス，駐車場の半券，製品の有害性と環境への有害性警告，そして車や家の
修理にもかかわる。
　にもかかわらず，開示義務は，ローレライ1）であり，立法者を規制の失敗
の岩の上に誘い出してきた。本書は，以下の方法で，その誘惑の歌を封じるこ
とを望んでいる。第 1 に，規制方法としての開示義務の特徴を明らかにする。
第 2 に，そのほぼ乱発ともいえる利用の様子を記述する。第 3 に，それが目的
を達しないのが日常茶飯事であることを示す。第 4 に，それがなぜうまくいか
ず，そして修復できないかを説明する。
　開示義務が人を魅了するのは，現実の問題を対象にしているからである。現
代に住むあなたは，不慣れで複雑な判断に溺れ気味である。ほとんど知らない
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ので，あなたは専門家にゆだねることになる。ほんの数十年前，あなたは，わ
ずかなことに対して，わずかな選択肢の中で判断してきた。AT ＆ T から黒
電話を引く。非常に制限された範囲内のわずかな種類の住宅ローンを提供して
いる第一地方銀行から住宅ローンを借りる。あなたに必要だと主治医が考える
医療を（時折）うける。長年一つの会社で働いた場合だけ年金を受け取るが，
その年金はその会社が設計したものである。
　今日，電話には固定電話と携帯電話，そして IP 電話があり，多くの製造業
者から多くの製品が提供され，また多くのプロバイダーが多くのプランを提供
している。全国の金融機関は，形式もばらばらで多種多様な条件の住宅ローン
を提供している。あなたの医師は，あなたの病気に対するさまざまな治療方法
とその効果を説明しなければならない。年金は会社を越えて持ち越すことがで
き，数えきれないほどの形態があり，何千もの証券の中から選ぶことができる。
　これは，おおむね素晴らしいことである。あなたには，ちょっとましという
程度の選択肢だけではなく，たいていは，より良い選択肢があるのだから。し
かし，増えていく選択肢は，ますます詳細で高度な知識を必要とする。そのた
め，開示義務は，非専門家が，専門的知識を必要とする選択をしなければなら
ない世界の問題のために存在する。その解決方法は，魅力的なほどシンプルで
ある。それは，人々が不慣れで複雑な意思決定場面に直面しているのなら，そ
の意思決定が馴染みがあって理解可能なレベルになるまで情報を与えよ，とい
うものである。人々は本当に自分自身で意思決定したいのだろうか，より良い
決定をしたいのだろうか，それを求めて開示を受けとっているのだろうか。少
ないよりも多くの情報があるほうがよいというのは当たり前のことなのだろう
か。提供された情報を，人々は喜んで受け取り，真剣に利用するのだろうか。
　開示義務が魅力的なのは，それがアメリカの基本的な二つのイデオロギーと
共鳴するからである。第 1 は，自由市場の原則である。市場は，買い手が十分
な情報を持っている時にもっともよく機能し，開示とは人々に情報を与えるこ
とである。買い手が恐れるのは，売り手のぼったくりと，良くない商品をつか
まされる恐れ（買い手の危険負担）であり，開示は，価格や品質，条件を明示
することで，市場を歪めることなく買い手を保護する。第 2 のイデオロギーは，
自律性の原則である。自らの人生を形作る決定をするために，人は，道徳的な
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権利や実際的な政策を問題にする権利を有している。開示は，それらをするた
めに役立つ。
　開示義務が魅力的なのは，それが軽い規制のように見えるからである。安全
や品質の基準を設けたり，製品やサービスの販売を制限したりといった経済行
動への直接的な規制は，うまくいかず費用が掛かるし，自由やイノベーション
や効率性を抑制し，さらには，行政当局や規制の負荷が大きい可能性がある。
開示義務は，売り手が何を売っているかを買い手が知ったうえで，売り手が売
り，買い手が買うことを促す。
　開示義務は，実施が比較的容易なので魅力的である。そのイデオロギーの普
遍性と見た目の穏当さによって，開示義務は，政治的反対勢力の反発を比較的
招きにくい。規制対象は時折，より侵襲的な技法よりもこれを好み，立法者は，
この技法の経済的負担が少ないことを知っている。
　開示義務は，それが機能しなくてもほとんど気づかれず，容易に言い訳がで
きるので魅力的である。これは，規制技法としてまったく認知されてこず，ま
た，これがごく標準的な特徴をもった方法であり，これまで根深く広範囲にさ
んざん繰り返されてきた結果をもたらす方法であることを，ほとんどの立法者
と多くの有識者は理解していない。そのため，義務の失敗は，この規制形式に
欠陥があるという判断ではなく，特定の社会問題に対応するために実施された
特定の方法に起因していると考えられやすいだろう。たとえば，義務の範囲が
狭すぎたから失敗したのだ，開示が気づかれなかったからだ，形式がわかりに
くいからだ，といったようにである。開示義務は無謬の神なのである。
　最後に，開示義務は良いという根拠がほとんどなくても，明示的な害がほと
んどないので魅力的である。もし開示が誰かの負担になるとすれば，それはす
でに情報を持っている取引に慣れた当事者であろうし，その人には情報を広め
る道徳的な義務があるかもしれない。
　そのため，開示義務は魅力的なのである。それは簡明でよい規制のように見
えるのであり，多くの立法者はこれを施行し，有識者は，これをコストのわり
にベネフィットの大きなものであると安易に主張するのである。一部の世知に
長けた立法者と有識者は，これを特殊な規制方法であるとみなし始めている。
しかし，彼らはその失敗を認めつつ，配慮や創意工夫や努力によって，それが
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改善しうると考えている。意識しているかどうかはともかくとしてこの方法を
好んでいる立法者と有識者を呼ぶ呼称が我々には必要である。「開示主義者

（Disclosurite）」が直接的でよく表している表現であろう。これには，様々な見
方や信念を持った人々や機関が含まれ，「環境主義者」と同じように一般化し
た呼称である。しかし，非常に多くの立法者と有識者が，何らかの形で開示義
務を支持しているので，これは有用な一般化である。
　開示義務は魅力的ではあるが，その野心的な目標をたいてい達成できずにい
る。それは失敗する運命にあるわけではないが，開示を受けた人は良い決定を
行うようになると報告する実証研究はまれである。たとえば，ローレン・ウィ
リスは，「現在，連邦法によって住宅ローンに対して義務づけられている開示
は，価格に基づいた購入を効果的に促進するわけでも，リスクについての慎重
な意思決定を引き起こすわけでもない」と結論づけている2）。アメリカの学術
研究会議は「数十年の研究にも関わらず」，「インフォームド・コンセントの達
成」は「ほとんど進展していない」ことを認めている3）。さらに広い観点から，
ウィンストンは「連邦および州の，開示政策を含むがそれに限定されない情報
政策に関する実証研究をレビューし，それらが消費者によりよく情報を伝えた
りより安全にしたりしていないことを示唆している」4）。




